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EUデータ法（Data Act）対応支援

2025年9月12日に施行予定のEUデータ法（Data Act）は、非個人データを含むデータ全般
を規制対象としています。そのことから、コネクテッド製品および関連サービスの提供者
は、その広範な該当可能性に留意しながら既存の運用に加え新たな対応を検討する必要が
あります。KPMGは、EUデータ法への該当性の判断から具体的な対策の実行まで幅広く
支援します。

EUデータ法（Data Act）とは

EUデータ法は欧州連合（EU）のデータ戦略に基づく統一
規則であり、個人や企業が生み出す膨大な産業データの
活用による技術革新の促進を目的としています。本規則
は、特にIoT機器が生成する非個人データの活用や、クラ

ウドサービスの利用自由化等に焦点を当てており、EU

市場で関連ビジネスを展開する日本企業にも対応が求め
られます。

企業における課題

EUデータ法はIoT機器等が生成する非個人データ（環境
データ、メタデータ等）も対象としているため、EU一般
データ保護規則（GDPR）等に対応済みの場合でも、追加
対応の要否について改めて検討する必要があります。

一方、本規則に係るナレッジの蓄積はこれからの段階で
あり、該当性や具体的な対策の検討が難しい状況です。

EUデータ法における重点項目

※1：データ処理サービス（クラウドサービス等）利用の切替えの円滑化
※2：新製品・サービス開発のための企業横断的なデータ共有を図る枠組み
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要件適用 ※3

2026.09
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※3：ユーザーが直接アクセス可能な製品設計
     （アクセスバイデザイン）
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ビスについて、規則の該当可
能性の判断が難しい

該当性の判断

規制対象・内容が多岐にわたる
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要求事項の明確化
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対応事項の峻別



ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するもの
ではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報を受け取られた時点
及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報の
みを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判
断ください。
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対応のポイント：該当性の判断

EUデータ法においては、規制される主体（規制エンティ
ティ）ごとに対応事項が定められていることから、まず
はEU市場に展開する製品・サービスの様態を踏まえて、

自社がどの規制エンティティに属するかを特定すること
が重要です。

支援の流れ

KPMGは、欧州拠点を含むグローバルネットワークを活かし、他社事例や現
地慣行を踏まえたEUデータ法への対応を支援します。
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